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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における 

外来データ提出加算等の取扱いについて 

 

 

「診療報酬の算定方法」（平成 20年厚生労働省告示第 59号）に規定する項目

のうち、区分番号「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料の注４、区分番号「Ｃ０

０２」在宅時医学総合管理料の注 13、区分番号「Ｃ００２－２」施設入居時等

医学総合管理料の注７、区分番号「Ｃ００３」在宅がん医療総合診療料の注７、

区分番号「Ｈ０００」心大血管疾患リハビリテーション料の注５、区分番号「Ｈ

００１」脳血管疾患等リハビリテーション料の注７、区分番号「Ｈ００１－２」

廃用症候群リハビリテーション料の注７、区分番号「Ｈ００２」運動器リハビ

リテーション料の注７及び区分番号「Ｈ００３」呼吸器リハビリテーション料

の注５に規定するデータ提出加算（以下「外来データ提出加算等」という。）に

ついては、データの提出（データの再照会に係る提出も含む。）に遅延等が認め

られた保険医療機関は、当該月の翌々月以降において当該加算が算定できない

こと等とされているところである。 

今般、別添の保険医療機関において、令和６年１月 18 日 12 時までに提出す

べきデータの提出に遅延等が認められたため、令和６年３月以降の外来データ

提出加算等が算定できないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対

し、周知徹底を図られたい。 
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【外来データ提出加算】

保険医療機関名 適用期間住所

該当医療機関なし

別添 １



【在宅データ提出加算】

保険医療機関名 適用期間

医療法人愛全会クリニックあい 0050813 北海道札幌市南区川沿１３条２丁目１番４７号

医療法人財団千葉健愛会あおぞら診療所 2710074 千葉県松戸市緑ケ丘２－３５７ソフィア１階Ａ号・Ｂ号

住所

令和６年３月１日から次の
提出実績が認められた月

の翌月まで

別添 ２



【リハビリテーションデータ提出加算】

保険医療機関名 適用期間

久保田整形外科クリニック 2870003 千葉県香取市佐原イ１０２７－２

磯村医院 4910804 愛知県一宮市千秋町佐野字五反田２１

はしぐち整形外科クリニック 5230821 滋賀県近江八幡市多賀町４６０番地

医療法人京向日葵会淀ひまわりクリニック 6128275 京都府京都市伏見区納所町５６８番地５

宇野津整形外科医院 6712224 兵庫県姫路市青山西１丁目１１番１３号

医療法人社団清流会双樹クリニック 7380024 広島県廿日市市新宮二丁目１番１５号

住所

令和６年３月１日から次の
提出実績が認められた月

の翌月まで

別添 ３


